
別紙 ２ 

祝 金 取 扱 基 準 

 

１ 開催される場所による支出 

開  催  場  所 支 出 額 備       考 

公民館・集会所・公共施設 ３，０００円  

割 烹 ・ 料 亭 等 ５，０００円  

そ  の  他 ３，０００円  

 

２ 用務による支出 

用       途 支 出 額 備       考 

総   会 ３，０００円 町主催の場合は、支出なし。 

発 表 会・大 会（文化・ス

ポーツ）等 
３，０００円 

町主催の場合は、支出なし。 

チャリティ及び相手に支出があ

る場合に限る。 

夏 祭 り ３，０００円  

宿 泊 研 修 ２０，０００円  

 

【留 意 点】 

・この基準のほか、特に教育長が必要と認めた場合は、支出するものとする。  

 ・会費の定めがある場合は、その額に従うものとする。 


